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○ひたちなか市特定建設資材に係る分別解体等に関する規則 

平成１４年５月２９日 

規則第２３号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号。以

下「法」という。）第１０条第１項及び第２項並びに第４３条第１項の規定の施行に関し，必要な事

項を定めるものとする。 

（提出部数） 

第２条 法第１０条第１項及び第２項の規定により市長に提出する書類の提出部数は，正本１部及び副

本１部とする。 

（身分証明書） 

第３条 法第４３条第２項の職員の身分を示す証明書は，身分証明書（別記様式）によるものとする。 

付 則 

この規則は，平成１４年５月３０日から施行する。 



2/3 

 



3/3 

別記様式（第３条関係） 

 


